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奈良市告示第２８０号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達が出来ないので、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月１８日 

 

          奈良市長  仲川 元庸  

 

１ 送達をすべき書類 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

 省略 



奈良市告示第２８１号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達が出来ないので、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月１８日 

 

          奈良市長  仲川 元庸  

 

１ 送達をすべき書類 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

 省略 



奈良市告示第２８２号 

 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和５９年奈良市条例第２３号）第９条の規定により自転車等放置

禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により

告示する。 

 

 令和８年５月１９日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

２ 移動年月日 

 令和８年５月１２日 

３ 移動対象区域 

JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目２８８番地の１） 

５ 引取期間 

 移動日から６０日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定

する市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除く。 

６ 引取時間 

 午前９時から午後４時３０分まで 

７ 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     ２，０００円 

       原動機付自転車 ４，０００円 

 イ 保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８ 連絡先 

 奈良市環境都市推進部 環境政策課 電話番号 ０７４２－３４－１１１１（代表） 



奈良市告示第２８３号 

 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和５９年奈良市条例第２３号）第１０条第３項の規定により利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施

行規則（昭和５９年奈良市規則第３５号）第５条の規定により告示する。 

 

 令和８年５月１９日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

１ 処分の根拠 

移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

２ 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目２８８番地の１） 

３ 処分年月日 

令和８年６月２日 

４ 処分対象自転車等の移動年月日 

令和７年９月４日、同月１１日、同月１８日及び同月２４日 



奈良市告示第２８４号 

 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、１記載の者に対し、２記載の文書を送達すべきとこ

ろ、送達を受けるべき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保

険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）第２２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

  なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交

付の申出があればいつでも交付する。 

 

  令和８年５月１９日 

                                奈良市長 仲川 元庸     

 

 １ 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

   省略 

 

 ２ 送達すべき文書及び部数 

  （1）令和８年４月 ６日付 配当計算書（謄本） １部 

  （2）令和８年４月１３日付 充当通知明細書   １部 

 

 

  

 



奈良市告示第２８５号 

 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、１記載の者に対し、２記載の文書を送達すべきとこ

ろ、送達を受けるべき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保

険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）第２２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

  なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交

付の申出があればいつでも交付する。 

 

  令和８年５月１９日 

                                奈良市長 仲川 元庸     

 

 １ 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

   省略 

 

 ２ 送達すべき文書及び部数 

  （1）令和８年４月 ２日付 差押調書（謄本）  １部 

  （2）令和８年４月１３日付 配当計算書（謄本） １部 

（3）令和８年４月２０日付 充当通知明細書   １部 

 

  

 



奈良市告示第２８６号 

 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、１記載の者に対し、２記載の文書を送達すべきとこ

ろ、送達を受けるべき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保

険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）第２２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

  なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交

付の申出があればいつでも交付する。 

 

  令和８年５月１９日 

                                奈良市長 仲川 元庸     

 

 １ 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

   省略 

 

 ２ 送達すべき文書及び部数 

  （1）令和８年４月 ２日付 差押調書（謄本）  １部 

  （2）令和８年４月１３日付 配当計算書（謄本） １部 

（3）令和８年４月２０日付 充当通知明細書   １部 

 

  

 



奈良市告示第２８７号 

 

  奈良市国民健康保険料の滞納処分に関して、１記載の者に対し、２記載の文書を送達すべきとこ

ろ、送達を受けるべき者の住所等が明らかでなく送達することができないため、奈良市国民健康保

険条例（昭和３４年奈良市条例第１３号）第２２条において準用する地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

  なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部国保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交

付の申出があればいつでも交付する。 

 

  令和８年５月１９日 

                                奈良市長 仲川 元庸     

 

 １ 送達を受けるべき者の氏名及び住所 

   省略 

 

 ２ 送達すべき文書及び部数 

  （1）令和８年４月２８日付 差押調書（謄本）  １部 

  （2）令和８年５月１１日付 配当計算書（謄本） １部 

（3）令和８年５月１８日付 充当通知明細書   １部 

 

  

 



奈良市告示第 ２８８ 号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が完了したこ

とを次のとおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 

 令和８年５月１９日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

１ 許可の年月日及び番号 

令和８年１月２８日    奈良市指令整開 第２５Ａ－３３号 

令和８年４月 ２日    奈良市指令整開 第２５Ａ－３３－１号 

２ 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為  令和８年５月１９日  第 １９７９ 号 

３ 開発区域に含まれる地域 

奈良市登美ヶ丘五丁目９３７番７９ 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

京都府木津川市兜台六丁目６番地４ 

積水ハウス株式会社 奈良支店 支店長 久賀谷 哲 



奈良市告示第２８９号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月２０日 

 

奈良市長 仲川 元庸 

 

１ 送達をすべき文書 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

  省略 

 



奈良市告示第290号

　令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所
等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条
の２及び奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）第６条の規定により、次のとおり公示
送達する。
　なお、この公示送達に係る関係書類は総務部資産税課で保管し、送達を受けるべき者から交付
の申出があれば、いつでも交付する。

　　令和8年5月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             奈良市長　仲　川　元　庸
１　送達すべき文書の名称
　　令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書
２　送達すべき文書の発送年月日
　　令和8年4月8日
３　送達を受けるべき者
　　省略



奈良市告示第２９１号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月２０日 

 

          奈良市長  仲川 元庸  

 

１ 送達をすべき文書 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

 省略 



奈良市告示第２９２号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月２０日 

 

          奈良市長  仲川 元庸  

 

１ 送達をすべき文書 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

 省略 

 



奈良市告示第２９３号 

 

 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）につい

ては、その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２第１項の規定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者か

ら交付の申出があればいつでも交付する。 

 

 令和８年５月２０日 

 

          奈良市長  仲川 元庸  

 

１ 送達をすべき文書 

  差押調書（謄本） 

２ 送達を受けるべき者 

 省略 



奈良市告示２９４号 

 

下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第８条に規定する事由が生じたので、

同令第１２条第１項の規定により、その住民票を職権で消除したが、その通知を受けるべき者の住所等が不明の

ため、同条第４項後段の規定により公示する。 

なお、この処分に不服のある者は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に奈良市

長に対して審査請求をすることができる。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

奈良市を被告として提起することができる。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできない。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後であ

っても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 

 令和 ８年 ５月２２日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

記 

事件本人 

省略 



奈良市告示第 295号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があった

ので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年５月26日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日 

医療法人 福原眼科 奈良県奈良市鶴舞東町２番13号 
令和８年 

３月14日 

西村クリニック 
奈良県奈良市四条大路一丁目１－30 

東亜シティプラザ２Ｆ 

令和８年 

３月31日 

廣瀬メンタルクリニック 奈良県奈良市西大寺国見町一丁目１番 135号 
令和８年 

３月31日 

西川歯科医院 奈良県奈良市宝来一丁目８番１号 
令和８年 

３月31日 

 



奈良市告示第 296号 

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により指定医療機関から次のとおり変更した旨

の届出があったので、同法第５５条の３の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年５月26日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

 医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日 

旧 ハッピーケア奈良 
奈良県奈良市大宮町六丁目６番地の１ 

アルファコート204号室 令和８年 

４月１日 
新 ハッピーケア奈良 

奈良県奈良市鶴舞西町２－19 

ウェルアップⅡ203号室 

 

 



奈良市告示第 297号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２の規定により指定医療機関から事業を辞退した旨の届出が

あったので、同法第 55条の３の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年５月26日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

医療機関の名称 医療機関の所在地 辞退年月日 

富雄すずき歯科 奈良県奈良市鳥見町一丁目９－６ 
令和８年 

３月31日 

 



奈良市告示第 298号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条の規定により医療機関を指定したので、同法第 55条の３の規定

により告示する。 

 

 令和８年５月26日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

みぞた総合診療クリニック 奈良県奈良市押熊町 436－１ 
令和８年 

５月１日 

廣瀬メンタルクリニック 奈良県奈良市西大寺南町 14番30－107号 
令和８年 

４月1日 

ヨシダ歯科 奈良県奈良市宝来一丁目８番１号 
令和８年 

４月1日 

訪問看護ステーションMIYAB 
奈良県奈良市芝 町508 

リバーサホ萬302号室 

令和８年 

４月1日 

訪問看護ステーションつばき 
奈良県奈良市東九条町 292番地の１ 

ユニティ奈良２番館１階 

令和８年 

４月1日 

 



奈良市告示第２９９号 

 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和５９年奈良市条例第２３号）第９条の規定により自転車等放置

禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により

告示する。 

 

 令和８年５月２８日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

１ 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

２ 移動年月日 

 令和８年５月２０日 

３ 移動対象区域 

近鉄大和西大寺駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

４ 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目２８８番地の１） 

５ 引取期間 

 移動日から６０日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定

する市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除く。 

６ 引取時間 

 午前９時から午後４時３０分まで 

７ 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     ２，０００円 

       原動機付自転車 ４，０００円 

 イ 保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８ 連絡先 

 奈良市環境都市推進部 環境政策課 電話番号 ０７４２－３４－１１１１（代表） 



奈良市告示第３００号 

 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和５９年奈良市条例第２３号）第１０条第３項の規定により利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施

行規則（昭和５９年奈良市規則第３５号）第５条の規定により告示する。 

 

 令和８年５月２８日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

１ 処分の根拠 

移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

２ 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目２８８番地の１） 

３ 処分年月日 

令和８年６月１１日 

４ 処分対象自転車等の移動年月日 

令和７年１０月２日、同月９日、同月１６日、同月２１日及び同月３０日 



奈良市告示第３０１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により富雄下

川自治協議会から告示した事項の変更の届出がありましたので、同条第１０項の規定に

より次のとおり告示します。 

 

令和８年５月２９日 

 

奈良市長  仲 川  元 庸 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

    

変更事項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏

名及び住所 

山本 純也 

奈良市富雄北一丁目８番１２号 

松村 光雄 

奈良市富雄北一丁目３番３７号 

 

２ 変更の年月日     

 

令和８年５月１５日 

 



奈良市告示第３０２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により西大寺新町一丁目自治会から告

示した事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年５月２９日 

 

    奈良市長  仲 川 元 庸     

 

１ 変更があった事項及びその内容 

２ 変更の年月日 

 令和８年４月１日 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

大森 康史 

奈良市西大寺新町一丁目１番１３号 

上村 友哉 

奈良市西大寺新町一丁目４番１９－２号 



奈良市告示第３０３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により秋篠三和町自治会から告示した

事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

 

 令和８年５月２９日 

 

  奈良市長  仲 川 元 庸       

 

１ 変更があった事項及びその内容 

 １回目 

  

２ 変更の年月日 

  令和８年４月１２日 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

事務所の所在地 奈良市秋篠三和町二丁目８番２６号 奈良市秋篠三和町一丁目９番１４号 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

井村 哲子 

奈良市秋篠三和町二丁目８番２６号 

前田 朋哉 

奈良市秋篠三和町一丁目９番１４号 



奈良市告示第３０４号 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により神殿栄

町自治会から告示した事項の変更の届出がありましたので、同条第１０項の規定により

次のとおり告示します。 

 

  令和８年５月２９日 

                                       奈良市長  仲 川  元 庸  

 

 

１  変更があった事項及びその内容 

   

変更事項 変  更  前 変  更  後 

主たる事務

所の所在地 
奈良市神殿町１６２番地の６ 奈良市神殿町２６１番地の１７ 

代表者の氏

名及び住所 

大谷 修 

奈良市神殿町１６２番地の６ 

勝村 眞治 

奈良市神殿町２６１番地の１７ 

                                

２ 変更の年月日    

 令和８年４月５日 

   

     

 

 



奈良市告示第 305号 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置を次のとおり 

指定したので、建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第 10条の規定により公告する。 

令和 8年 5月 29日 

奈良市長  仲川 元庸 

申請者住所 
奈良市押熊町 180番地 

申請者氏名 
株式会社 ソニック 

代表取締役 小林 訓子 

道路の位置 奈良市押熊町 1363番 1、1365番、1366番及び 1367番の各一部 

道路の幅員 最大 6.01ｍ   最小 6.00ｍ 

道路の延長 45.52ｍ 

指定年月日 令和 8年 5月 29日 

指 定 番 号 第 R0612号 

 


